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参考資料 令和６年度介護報酬改定における令和７年３月 31 日の経過措置終了について 
 

１，業務継続計画策定の有無について 
 以下の基準すべてに適合している場合、基準型となり、 
以下の基準のいずれか一つでも満たしていない場合には、減算型となる。 

 
 ⑴ 感染症に関する業務継続計画の策定 
 ⑵ 非常災害に関する業務継続計画の策定 
 ⑶ ⑴、⑵の業務継続計画に従い必要な措置を講じる 
 
根拠： 

 ・厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95号）第四十四号の七 等 

 ・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介

護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について（平成 18年老計発第 0331005 号、老振発第 0331005 号、老老発第 0331018 号）

第２の２の⑹ 等 

※「等」―いずれも同内容のため、１つのサービスを例示した。 

 
２，身体拘束廃止取組の有無について 
 以下の基準すべてに適合している場合、基準型となり、 
以下の基準のいずれか一つでも満たしていない場合には、減算型となる。 

 
⑴ 身体的拘束等を行う場合の記録 
⑵ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催 
⑶ 身体的拘束等の適正化のための指針の整備 
⑷ 身体的拘束等の適正化のための定期的な研修の実施 

 
根拠： 

 ・厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95号）第五十四号の二 等 

 ・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介

護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について（平成 18年老計発第 0331005 号、老振発第 0331005 号、老老発第 0331018 号）

第２の５の⑶ 等 

※「等」―いずれも同内容のため、１つのサービスを例示した。 


